
○消防法施行令の一部を改正する政令等の公布（平成30年3月28日）

○火を使用する設備又は器具※２（防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの※３を
除く。）を設けた飲食店等※１については、延べ面積に関わらず、消火器具の設置を義務付けることとする。

糸魚川市大規模火災を踏まえた火災予防のあり方について（初期消火対策）

【概要】
消防法施行令の一部を改正する政令において、消防法施行令別表第一（３）項に掲げる飲食店等における消火器具の設置に関する

基準の見直しを行った。
また、上記の改正に関連して、消防法施行規則の規定を見直すとともに、所要の改正を行った。

【理由】
今回の政令改正においては、「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会」における検討の結果等を踏まえ、

火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等について、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置対象とすることとする。
ただし、防火上有効な措置が講じられた火を使用する設備又は器具のみを用いる飲食店等については、火災危険性が低いと考えられる
ことから、今回の消火器具の設置義務化の対象から除外することとする。
また、上記の政令改正に関連し、消防法施行規則において、防火上有効な措置として総務省令で定めるものを規定するほか、今回新た

に消火器具の設置義務の対象となる飲食店等における消火器具の設置場所について規定することとする。
【施行期日】

平成31年10月１日（公布から施行期日までの間に改正に係る周知を行うこととし、経過措置は設けないこととする。）

※１ 飲食店等：消防法施行令別表第１(３)項イに掲げる施設 ⇒ 待合、料理店その他のこれらに類するもの、同表(３)項ロに掲げる施設 ⇒ 飲食店
※２ 火を使用する設備又は器具：火を使用する設備 ⇒ 厨房設備（組込型こんろ等を含む。）、火を使用する器具 ⇒ 調理用器具、移動式こんろ（卓上型こんろ等を含む。）
※３ 防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの

○ 調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を検知して

自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

○ 自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的

に消火薬剤を放射することにより火を消す装置

○ 圧力感知安全装置
過熱等によるカセット

ボンベ内の圧力上昇を感知
し自動的にカセットボンベ
からカセットコンロ本体へ
のガスの供給が停止される
ことにより火を消す装置
※日本工業規格（ＪＩＳ）
Ｓ２１４７で設けることと
されている。

× 立ち消え安全装置（対象外）
× 鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、

ガスが供給され続けることによるガス漏れを防止
する装置であり、火を消す装置ではないため対象外
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①消火器点検パンフレット

ア 点検の方法を示した点検基準や点検要領の理解が難しい。

イ 具体的にどのような状態が悪いのかわからない。
（「著しい腐食がないこと」がどの程度のことを指しているのか、文字だけではイメージできない。）

ウ 点検結果報告書の記入方法がわからない。

ア 対象は、小規模な飲食店等において主として設置すると考えられる、蓄圧式の消火器（粉末消火器及び強化液消火
器）とする。

イ 点検基準や点検要領をもとに、写真やイラストを用いてわかりやすく 簡便に点検方法を説明。
ウ 設置数が１～２本程度の蓄圧式の消火器の点検を想定した点検結果報告書の記入例を示す。
エ 蓄圧式の消火器は、製造年から５年を経過すると実際に放射する点検が必要となり、自ら点検を実施することは困難と

考えられることから、取替えなどの措置や廃棄方法を案内。

小規模飲食店等における点検報告の促進方策（案）小規模飲食店等における点検報告に係る対応 ①

＜パンフレット表紙＞

○背景・目的
平成30年3月28日公布の消防法施行令の一部改正（平成31年10月1日施行）により、150㎡未満の小規模な
飲食店等において新たに消火器具の設置が義務付けられる。
⇒小規模な飲食店等の関係者が、自ら消火器の点検及び報告書の作成を行うことを支援するツールを提供する。

消火器点検報告時の課題

消火器点検パンフレットの概要

消火器点検パンフレット掲載URL： https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_04_shoukaki_pamphlet.pdf 12

【参考】消火器点検パンフレットの更新

平成31年4月18日に公布された、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様
式の一部を改正する件」等の内容を踏まえて、同日に消火器点検パンフレットを更新しました。

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_04_shoukaki_pamphlet.pdf


【消火器点検パンフレットについて】（１／４）
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【消火器点検パンフレットについて】（２／４）
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【消火器点検パンフレットについて】（３／４）
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【消火器点検パンフレットについて】（４／４）
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②消火器点検アプリ-１

小規模飲食店等における点検報告に係る対応 ②

対象とする利用者

対象消火器

主な機能と利用の流れ
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政令改正により新たに消火器具の設置が義務付けられる小規模な飲食店等の関係者

※飲食店等以外の小規模な施設の関係者でも利用可能

小規模な飲食店等で一般的に設置すると考えられる消火器（粉末消火器、強化液消火器等）
※ ただし、内部点検が必要となる、製造年から５年（加圧式の消火器にあっては製造年から３年）を経過したものは、アプリによ
る点検の対象から除外し、専門業者への依頼又は買い替えを推奨。

① 建物の名称、所在地、用途、消防用設備等の基礎情報等を入力して初期登録する。
② 初期登録した情報に基づいて、半年ごとに点検を実施し、１年ごとに報告するよう、お知らせを受けることができる。
③ 点検実施時、アプリ上の点検実施画面の案内に従って、消火器の不良な状態を例示した写真などを閲覧しながら、点検基

準に適合しているかどうかを選択する。（点検の結果不良箇所があれば、取替え等の措置を案内。）
④ アプリ上で、入力された内容を点検結果報告書（消防法令に定められた様式）に反映してＰＤＦファイルとして出力する。



②消火器点検アプリ-２

小規模飲食店等における点検報告に係る対応 ②
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本格運用に伴う主な改修の内容

① 点検等の途中であっても、入力内容を一時保存できる機能を追加
② 消火器点検パンフレット及び消防用設備等点検結果報告書の様式等を掲載している消防庁ホームページへ遷移させる機能を追加
③ 「点検前の初期設定」画面において、建物を複数登録できる機能及び建物用途の選択肢を追加
④ 「消火器の情報を登録する」画面において、消火器情報をコピーできる機能及び内部点検時期のお知らせを表示する機能を追加
⑤ 「消火器点検を実施する」画面において、点検実施画面の写真を差し替え及び写真に矢印、丸印等で「点検する部分」を分かりやすく

明示
⑥ 「点検結果を印刷用に出力する」機能において、PDFファイルのダウンロード場所についてのチュートリアルを追加
⑦ 既に登録された建物や消火器等の情報をバックアップできる機能を追加

① 「消火器点検アプリ」は、平成30年４月１日から試行版を提供していたが、利用者のニーズ調査や、平成31年4月18日に公布した「消防
用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件」等の内容を踏まえて改修
し、同日から本格運用版の提供を開始した。

② 消火器点検アプリの本格運用版により作成した消防用設備等点検結果報告書及び点検票は、消防法第17条の３の３に規定する点検
報告に使用することができる。

消火器点検アプリの本格運用の開始について

＜アプリの画面イメージ＞

①メニュー画面 ②初期設定画面 ③点検画面（イメージ） ④報告書様式のPDF出力

【参考】アプリのダウンロード等について

① 「App Store」又は「Google Play」でダウン
ロードすることができる。

※消防庁HPの以下ＵＲＬからもアクセス可能
（ https://www.fdma.go.jp/mission/prevent
ion/suisin/post23.html）

② 消火器点検アプリは、 iOS 11以上の
iPhone及びiPad並びにAndroid 7.0以上の
スマートフォン及びタブレット端末において
使用することができる。

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html
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